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熊本県告示第１０９６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により次のように保安 
林に指定するので、同法第３３条第６項において準用する同条第１項の規定により告示す 
る。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字竹藪５９８番１、字黒釜川内１０５３ 
 番１４、１０５３番１７、字恵ケ久保１６９７番１、字先峠１８１９番、字四方須１８ 
 ３０番１、字日尻返１８９１番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
熊本県告示第１０９７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により指定介護療養型医療施

第１１７６６号 

平成 20 年 12 月 19 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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設の指定の辞退があったので、同法第１１５条の規定により公示する。 
  平成２０年１２月１９日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
施設の名称及び開設の場所 開設者の名称 指定を辞退する日 
田中医院 
球磨郡錦町木上西１４３番地の１ 

医療法人明生会 平成２０年１２月１日 

 
 
熊本県告示第１０９８号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定介護機
関を次のとおり指定したので、同法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（介護予防訪問介護） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 行楽園ホームヘルパーステーシ 

 ョン 
 八代市日奈久塩北町２９０５番 

 地 

 社会福祉法人敬愛会 
 八代市日奈久塩北町２９０５番

 地 

 平成１８年４月１  

日 

 康和苑 
 八代市千丁町太牟田１３００番 

地８ 

 社会福祉法人康和福祉会 
 八代市千丁町太牟田１３００番 

地８ 

 平成１８年４月１ 

日 

 訪問介護シルバーセンター 
 八代市岡町小路６９６番地２ 

 有限会社シルバーセンター 
 八代市岡町小路６９６番地２ 

 平成１８年４月１  

日 
 月のうさぎヘルパーステーショ 

ン   
 八代市古閑中町８７７番地７ 

 有限会社月のうさぎ 
 八代市古閑中町８７７番地７ 

 平成１８年４月１  

日 

 指定訪問介護事業所「パートナ 

ー」              

八代市松江本町２番地５０ 

 有限会社神園交通サポートサー 

ビス 
 八代市松江本町２番地５０ 

 平成１８年４月１  

日 

 キッポー・ヘルパーステーショ 

ン 
 八代市千丁町新牟田２５２０番 

地２ 

 有限会社キッポー 
 八代市千丁町新牟田２５２０番 

地２                        

 平成１８年４月１  

日 

 訪問介護ステーション八代のぞ 

み 
 八代市松江町５２７番地２ サ 

ンリッチビル２Ｆ 

 有限会社のぞみ 
 八代市千丁町古閑出２６００番 

地 

 平成１８年４月１  

日 

 すずらんの里ヘルパーステーシ 

ョン 
 八代市本野町２５６８番地１ 

 社会福祉法人天龍会 
 八代市本野町２０７６番地 

 平成１８年４月１  

日 

 ヘルパーステーション蘇春堂 
 人吉市上青井町１３３番地 

 医療法人蘇春堂 
 人吉市上青井町１７６番地 

 平成１８年７月１  

日 
 球磨村指定訪問介護事業所 
 球磨郡球磨村一勝地１番地５ 
 球磨村高齢者生活福祉センター 

 社会福祉法人球磨村社会福祉協 

議会 
 球磨郡球磨村一勝地１番地５ 
 球磨村高齢者生活福祉センター

 平成１９年６月１  

日 

 
（介護予防訪問入浴介護）                                                         
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 球磨村指定訪問入浴介護事業所 
 球磨郡球磨村一勝地１番地５   
 球磨村高齢者生活福祉センター 

 社会福祉法人球磨村社会福祉協 

議会 
 球磨郡球磨村一勝地１番地５  
 球磨村高齢者生活福祉センター

 平成１９年６月１  

日              
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 (介護予防訪問看護）                                                           
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 訪問看護ステーション蘇春堂 
 人吉市上青井町１３３番地 

 医療法人蘇春堂 
 人吉市上青井町１７６番地 

 平成１８年７月１ 

 日 
 
（介護予防訪問リハビリテーション）                                               
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 八代敬仁病院 
 八代市海士江町２８１７番地 

 医療法人敬仁会 
 八代市海士江町２８１７番地 

 平成１８年４月１ 

 日 
 
（介護予防居宅療養管理指導） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地    指定年月日 
 八代敬仁病院 
 八代市海士江町２８１７番地 

 医療法人敬仁会 
 八代市海士江町２８１７番地 

 平成１８年４月１ 

 日 
 
 (介護予防通所介護）                                                           
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 行楽園デイサービスセンター 
 八代市日奈久塩北町２９０５番 
 地 

 社会福祉法人敬愛会 
 八代市日奈久塩北町２９０５番

 地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 康和苑 
 八代市千丁町太牟田１３００番 
 地８  

 社会福祉法人康和福祉会 
 八代市千丁町太牟田１３００番

 地８ 

 平成１８年４月１ 

 日 

 デイサービスセンター陽だまり 
 の里 
 八代市高下西町字西寺川２２８ 
 ０番地 

 株式会社大成アフェクション 
 熊本市田井島一丁目３番５０号

 平成１８年４月１ 

 日 

 デイサービス千寿庵 
 八代市千丁町古閑出川開２４５ 
 ２番地５  

 有限会社キッポー 
 八代市千丁町新牟田２５２０番

 地２ 

 平成１８年４月１ 

 日 

 すずらんの里デイサービスセン 
 ター  
 八代市葭牟田町４３５番地 

 社会福祉法人天龍会 
 八代市本野町２０７６番地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 にしき園デイサービスセンター 
 球磨郡錦町木上１５０番地１ 

 社会福祉法人洋香会 
 球磨郡錦町木上１５０番地１ 

 平成１８年１０月 

 １日 

 聖心園 
 人吉市寺町９番地５ 

 社会福祉法人仁和会 
 人吉市寺町９番地５ 

 平成１８年４月１ 

 日 
 球磨村指定通所介護事業所 
 球磨郡球磨村一勝地１番地５ 
 球磨村高齢者生活福祉センター 

 社会福祉法人球磨村社会福祉協

 議会 
 球磨郡球磨村一勝地１番地５ 
 球磨村高齢者生活福祉センター

 平成１９年６月１ 

 日 

 
（介護予防通所リハビリテーション） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 老人保健施設高齢者ケアセンタ 
 ーアメニティゆうりん 
 八代市古閑浜町３４０１番地 

 医療法人社団優林会 
 八代市高下西町１４２６番地 

 平成１８年４月１ 

 日  

 老人保健施設皇寿園       
 八代市高島町４２１８番地 

 医療法人初友会 
 八代市高島町４２１８番地    

 平成１８年４月１ 

 日 
 八代中央クリニック 
 八代市永碇町１３６１番地 

 医療法人芳和会 
 熊本市神水一丁目１４番４１号

 平成１８年４月１ 

 日 
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 介護老人保健施設ハピネスケア 
 日南 
 八代市日奈久塩北町２９２２番 
 地 

 社会福祉法人敬愛会 
 八代市日奈久塩北町２９０５番

 地 

 平成１８年９月２ 

 ９日 

 介護老人保健施設シルバーエイ 
 ト 
 球磨郡多良木町多良木４２１０ 
 番地 

 球磨郡公立多良木病院組合 
 球磨郡多良木町多良木４２１０

 番地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 
（介護予防短期入所生活介護）                                                     
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 行楽園短期入所生活介護事業所 
 八代市日奈久塩北町２９０５番 
 地 

 社会福祉法人敬愛会 
 八代市日奈久塩北町２９０５番

 地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 康和苑 
 八代市千丁町太牟田１３００番 

地８ 

 社会福祉法人康和福祉会 
 八代市千丁町太牟田１３００番 

地８                        

 平成１８年４月１  

日 

 すずらんの里 
 八代市葭牟田町４３５番地 

 社会福祉法人天龍会 
 八代市本野町２０７６番地 

 平成１８年４月１  

日 
 にしき園短期入所生活介護事業 

所 
 球磨郡錦町木上１５０番地１ 

 社会福祉法人洋香会 
 球磨郡錦町木上１５０番地１ 

 平成１８年１０月  

１日 

 
（介護予防短期入所療養介護）                                                     
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 老人保健施設高齢者ケアセンタ 
 ーアメニティゆうりん 
 八代市古閑浜町３４０１番地 

 医療法人社団優林会 
 八代市高下西町１４２６番地 

 平成１８年４月１

 日 

 老人保健施設皇寿園 
 八代市高島町４２１８番地 

 医療法人初友会 
 八代市高島町４２１８番地 

 平成１８年４月１

 日 
 八代敬仁病院 
 八代市海士江町２８１７番地 

 医療法人敬仁会 
 八代市海士江町２８１７番地 

 平成１８年４月１

 日 
 介護老人保健施設ハピネスケア 
 日南 
 八代市日奈久塩北町２９２２番 
 地 

 社会福祉法人敬愛会 
 八代市日奈久塩北町２９０５番

 地 

 平成１８年９月２

 ９日 

 介護老人保健施設シルバーエイ 
 ト 
 球磨郡多良木町多良木４２１０ 
 番地 

 球磨郡公立多良木病院組合 
 球磨郡多良木町多良木４２１０

 番地 

 平成１８年４月１

 日 

 
（介護予防福祉用具貸与）                                                       
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 ヨシズミ 
 八代市弥生町１５番地１０ 

 吉住酸素工業株式会社 
 八代市弥生町１５番地１０ 

 平成１８年４月１ 
 日 

 
 
熊本県告示第１０９９号 
 次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項
に定める救急医療機関に認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。 
  平成２０年１２月１９日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
救急医療機関 
   名  称     所  在  地   認  定  期  間 
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 菊池郡市医師会立  
 病院 

菊池市亘３６６番地 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 菊池中央病院 菊池市隈府４９４番地 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 川口病院 菊池市隈府８２３番地１ 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 岸病院 菊池市泗水町豊水３３８１番地１ 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 熊本リハビリテー  
 ション病院 

菊池郡菊陽町曲手７６０ 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 菊陽台病院 菊池郡菊陽町久保田２９８４番地 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 熊本セントラル病  
 院 

菊池郡大津町大字室９５５ 平成２１年５月２４日から 
平成２４年５月２３日まで 

 熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９番地 平成２０年１２月２７日から 
平成２３年１２月２６日まで 

 
 
熊本県告示第１１００号 
  障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項に規定する指定自立支
援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条の規定により公示
する。 
    平成２０年１２月１９日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁  夫    
 （精神通院医療） 
医療機関の名称及び所在地 医療機関の開設者の名称、

主たる事務所の所在地及

び代表者の氏名 

指定年月日 医療機関コード 

九日町調剤薬局 
人吉市九日町１０６ 

トライアド熊本 有限会

社 
人吉市南泉田町５番地 
大河内 正彦 

平成２０年

１２月１日 
０３４０７６１ 

 
 
熊本県告示第１１０１号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法第４９条の規定により指定医療機関を次の
とおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものとされ
た生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（医科） 
  医療機関名称       医療機関所在地   指定年月日 
みどり皮ふ科クリニッ

ク 
荒尾市荒尾４１６０番２７３ 平成２０年１１月

１日 
 
（薬局） 
  医療機関名称       医療機関所在地   指定年月日 
二江薬局 天草市五和町二江４４８８番地２４ 平成２０年１０月

１日 
九日町調剤薬局 人吉市九日町１０６ 平成２０年１０月

１日 
祇園薬局 天草市船之尾町９番地１４ 平成２０年１１月

１日 
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（訪問看護ステーション） 
  医療機関名称       医療機関所在地   指定年月日 
訪問看護ステーション

きらり 
下益城郡美里町中小路８３５番地 平成２０年１０月

２９日 
 
 
熊本県告示第１１０２号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から事業の廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（医科） 
  医療機関名称       医療機関所在地   廃止年月日 
中島内科医院 荒尾市増永２７３７  平成２０年９月３

 ０日 
 
（歯科） 
  医療機関名称       医療機関所在地   廃止年月日 

中村歯科クリニック 荒尾市八幡台二丁目１１番１２号エヌ・ツー

ビル１階 
 平成２０年１０月

１日 
 
（薬局） 
  医療機関名称       医療機関所在地   廃止年月日 
二江薬局 天草市五和町二江字沖の原４４８８番地２

４ 
 平成２０年９月３

０日 
 
 
熊本県告示第１１０３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの 
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに水上村役場に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
熊本県告示第１１０４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２０年１２月１９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後 
幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考 
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前

 18.8 
  ～ 
 31.0  

65.0 
一般県道 平山荒尾

線 
荒尾市上井出字栗山 
    ８５８番４１地先から 
同所 
    ８５８番４地先まで 

後

 17.0 
  ～ 
 27.0  

65.0 

廃道 

前

 37.8 
  ～ 
 53.7 

82.3 
黒木鹿北

線 
山鹿市鹿北町岩野字柚木谷 
  ２２７４番１２地先から 
同所 
  ２２７４番１２地先まで 

後

 37.8 
  ～ 
 72.7 

82.3 

緊道整

Ｂ 

前

  6.5 
  ～ 
 13.6 

56.9 

主要地方道 

松島馬場

線 
上天草市松島町今泉字大間渕 
  ３３８９番１地先から 
同所 
  ３３９０番１０地先まで 

後

 13.6 
  ～ 
 33.3 

56.9 

緊道整

Ｂ防災 

 
２ 区域を変更する期日 平成２０年１２月１９日 
 
 
熊本県告示第１１０５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年１２月１９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考 

主要地方道 植木インタ

ー菊池線 
鹿本郡植木町大字舟島字塘上 
     ４９７番地先から 
同所 
     ４４７番１地先まで 

   207.9 道路法

第２４

条工事 

 
２ 供用を開始する期日 平成２０年１２月２２日 
 
 
熊本県告示第１１０６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年１２月１９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考 

主要地方道 荒尾南関線 荒尾市大字原万田字中尾 
      ３６１番２７０地先から 
同市大字原万田字妙見 
         ３０２番１０地先まで 

   400.0 単計改 

 
２ 供用を開始する期日 平成２０年１２月１９日 
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熊本県公告第８３４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２０年１２月１９日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市御代志字平ノ窪２０９１番１４６ 
    ４９５．９０平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   山鹿市菊鹿町下永野７２５ 
    池松 みどり 
 
 
熊本県公告第８３５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２０年１２月１９日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市豊岡字北長嶺２０００番２５９及び２０００番２６０ 
  １，７５２．３９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   合志市豊岡２３６４番地３９ 
    稲倉 承 
 
 
熊本県公告第８３６号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定に基づき、熊本市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条
第３項の規定により公告する。 
    平成２０年１２月１９日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫    
     作 業 種 類   作 業 期 間 作 業 地 域 
公共測量（３級基準点再現測量） 平成２０年１２月１０日から 

平成２１年３月２７日まで 
熊本市日吉地区 

公共測量（座標変換測量） 平成２０年１２月１０日から 
平成２１年３月１３日まで 

熊本市花園、島崎、

池上、松尾、小島、

池田、清水、竜田 
地区 

 
 
熊本県公告第８３７号 
  次のとおり一般競争入札に付する。 
    平成２０年１２月１９日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１  競争入札に付する事項 
 (１) 委託業務の名称 
        熊本県自動車税納税通知書封筒広告掲載業務 
  (２)  委託業務の内容 
    入札説明書及び仕様書のとおり 
  (３)  委託期間 
        平成２１年１月３０日から平成２１年２月２０日まで 
  (４)  入札方法 
    ア 入札金額は委託内容総額で行います。 
      （｢入札書作成見本｣参照） 
  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相

当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

  ウ 入札説明書及び要求仕様書等に特段の定めがない事項については、熊本県競争契

 公  告 
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約入札心得（昭和３９年熊本県告示第４２０号）の規定を準用します。 
  エ 入札書は、入札説明書に示す様式により作成すること。 
２  入札に参加できる者 
   次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
  (１) 熊本県業務委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格等に関す

る要綱（平成１８年熊本県告示第５２１号）による審査のうえ、有資格者として営
業種目の広報・広告（企画・制作）に登録された者であること。 

 (２) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更正計画認可決定を受
けていること。 

 (３) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受
けていること。 

 (４) ６の(３)のアの時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名
停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中でな
いこと。 

 (５) 平成２０年１２月１日現在において、同種の営業を２年以上営んでおり、実績が
あること。 

 (６) 熊本県内に本店、支店又は営業所を有すること。 
３ 入札参加資格を得るための申請方法等 
 (１) 申請の方法 
    ２に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、要

綱に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である旨を明示
すること。）に必要書類を添付し、３の（２）の場所へ持参又は郵送（書留郵便に
限る。）により提出すること。 

 (２) 入札参加資格審査申請書の入手先及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先 
    熊本県出納局管理調達課資格審査班（県庁行政棟本館２階） 
    郵便番号８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話０９６－３３３－２５８１ 
 (３) 入札参加資格審査申請書の受付期間 
    平成２０年１２月１９日（金）から平成２１年１月９日（金）までの日（県の休

日を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
    ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資

格審査が入札に間に合わないことがある。 
４  競争入札参加資格確認申請書の提出 
    本競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加資格確認申請書（別記第１

号様式）を提出し、競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 
  (１)  提出期間 
        平成２０年１２月１９日（金）から平成２１年１月１６日（金）までの日（県の

休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
  (２)  提出場所 
        ５に記載のとおり 
  (３)  提出方法 
        ５に記載の場所へ持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 
  (４)  入札参加資格確認結果の通知 
        入札参加資格確認の結果は、資格確認結果通知書により通知する。 
５  契約条項を示す場所 
    熊本県総務部税務課（県庁行政棟本館３階） 
    郵便番号 ８６２－８５７０  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話番号 ０９６－３３３－２０９８ 
６  入札手続等 
  (１)  入札に関する事務を担当する部局の名称 
        ５に記載のとおり 
  (２)  入札説明書及び仕様書の交付期間及び場所 
    ア  交付期間 
        平成２０年１２月１９日（金）から平成２１年１月１６日（金）までの日（県の

休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
    イ  交付場所 
        ５に記載のとおり 
  (３)  入札及び開札の日時及び場所 
    ア  日時 
        平成２１年１月２３日（金）午後１時３０分から 
    イ  場所 
        熊本県庁行政棟本館７階７０１会議室 
  (４)  入札書の提出方法 
        ６の（３）記載の入札場所に持参するものとする。ただし、持参できないときは、

５に記載の場所に平成２１年１月２２日（木）午後５時３０分までに必着するよ
う郵送（書留郵便に限る。）すること。 
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７ その他 
  (１)  入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
        日本語及び日本国通貨とする。 
  (２)  入札保証金 
        入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の１００分の５以上の金

額を６の（３）記載の入札の日時までに納付しなければならない。ただし、次の
ア又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 

    ア  入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に
県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険
証券を提出したとき。 

    イ  入札に参加しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に
付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、か
つ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が落
札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
に限る。）。 

  (３)  無効の入札 
        次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
    ア  入札に参加する資格を有しない者のした入札 
    イ  委任状を提出しない代理人のした入札 
    ウ  所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入

札 
    エ  記名押印を欠く入札 
    オ  金額を訂正した入札 
    カ  誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
    キ  明らかに連合によると認められる入札 
    ク  同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入

札 
    ケ  ２以上の意思表示をした入札 
    コ  民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
    サ  その他入札に関する条件に違反した入札 
  (４)  落札者の決定方法 
        有効な入札書を提出した者で、予定価格を上回る最高の価格をもって申込みをし

たものを落札者とする。 
  (５)  契約の締結 
  ア 契約書作成の要否 
        要 
  イ 契約の締結期限 
    落札者決定の日から１４日以内とする。 
  ウ 落札者からの契約締結の申出期限 
    落札者決定の日から７日以内とする。 
  (６)  契約保証金 
        契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額の１００分

の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに
該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 

    ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

    イ  契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が、契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

  (７)  その他詳細は、入札説明書による。 
 
 
熊本県公告第８３８号 
 天草市に事務所を置く五和町土地改良区の役員が次のとおり退任した旨の届出があっ
たので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公告す
る。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 役職名     氏   名    住  所 
 理事 坂本 誠治   天草市五和町手野一丁目４７９７番地 
 
 
熊本県公告第８３９号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
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９５号）第１１３条の２第２項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２０年１２月１９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 
 区画整理 木部無田  平成１９年５月２４日  平成２０年７月１８日     熊本市 
 
 
 
 
 
天草不知火海区漁業調整委員会指示第１３４号 
 マダイ資源保護のため、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に
基づき、次のとおり指示する。 
  平成２０年１２月１９日 
                            天草不知火海区漁業調整委員会会長 板﨑 清    
１  指示の内容 
   宇城市（有明海側を除く。）から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天

草市、天草市及び天草郡苓北町の地先海面において、全長１５センチメートル以下のマ
ダイを採捕してはならない。 

２ 指示の有効期間 
  平成２１年２月１日から平成２３年１月３１日までとする。 
 
 

 登載依頼 


